
○柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則 

平成１７年９月１２日 

規則第１７号 

改正 平成１７年１１月３０日規則第２１号 

平成１８年３月３０日規則第１４号 

平成２０年９月１７日規則第３０号 

平成２８年３月３０日規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平

成１７年柴田町条例第１１号。以下「条例」という。）第１４条の規定に基づき、

指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公募の周知） 

第２条 町長又は教育委員会（以下「町長等」という。）は、条例第２条の規定によ

り指定管理者の公募を行うときは、公募の告示のほか、町の広報紙又はホームペー

ジへの掲載等、関係者への周知に必要な措置を講じるものとする。 

（申請資格） 

第３条 条例第４条第１項に規定する指定を受けようとする法人その他の団体（以下

「法人等」という。）は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、

団体の法人格の有無は問わない。 

（１） 破産者で復権を得ない者 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項（同

項を準用する場合を含む。）の規定により本町における一般競争入札等の参加を

制限されている者 

（３） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条

の２第１１項の規定による指定の取消しを受けたことがある者 

（４） 国税及び地方税を滞納している者 

（５） 施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有

していない者 

（６） その他町長等が必要と認める事項 



（指定の申請） 

第４条 条例第４条第１項に規定する申請書は様式第１号、同条第４号に規定する申

立書は様式第２号、同条第６号に規定する事業計画書は様式第３号及び同号に規定

する収支予算書は様式第４号によるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が条例第４条第６号に規定する事業計画書及び

収支予算書を任意の様式で作成した場合は、町長は、要件を満たす場合に限り、こ

れをもって様式第３号及び様式第４号とみなすことができる。 

（選定委員会） 

第５条 条例第５条第２項に規定する柴田町公の施設に係る指定管理者選定委員会に

関し必要な事項は、町長が別に定める。 

（選定結果の通知） 

第６条 条例第５条第４項に規定する通知は、指定管理者候補者選定通知書（様式第

５号）又は指定管理者選定結果通知書（様式第６号）によるものとする。 

（再度の選定の手続） 

第７条 町長等は、条例第６条第１項の規定により選定を取り消したときは、当該選

定の取消しに係る指定管理者の候補者に、指定管理者候補者選定取消通知書（様式

第７号）により通知するものとする。 

２ 町長等は、条例第６条第１項の規定により再度の選定を行ったときは、新たに選

定された指定管理者の候補者に、指定管理者候補者再選定結果通知書（様式第８号）

により通知するものとする。 

（議会の議決事項） 

第８条 条例第７条第１項に規定する議会の議決に係る事項は、次に掲げるものとす

る。 

（１） 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

（２） 指定をしようとする法人等の名称及び主たる事務所の所在地 

（３） 指定の期間 

（指定書の通知） 

第９条 条例第７条第２項に規定する通知は、指定管理者指定書（様式第９号）によ

るものとする。 



（指定の取消し等） 

第１０条 町長等は、条例第８条第１項の規定により指定を取り消し、又は期間を定

めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消書（様

式第１０号）又は指定管理者業務停止命令書（様式第１１号）により行うものとす

る。 

（協定の締結） 

第１１条 条例第９条第６号に規定するその他町長等が別に定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

（１） 条例第４条第６号の事業計画書に関する事項 

（２） 使用料又は利用料金に関する事項 

（３） 公の施設における物品の所有権の帰属に関する事項 

（４） 公の施設の管理を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項 

（５） その他町長等が必要と認める事項 

（処分に対する審査請求） 

第１２条 指定管理者が行った施設の利用に関する処分についての利用者の審査請求

は、町長等に対して行うものとする。 

（平２８規則１０・一部改正） 

（その他） 

第１３条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第２１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年規則第１４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、柴田町下

水道排水設備指定工事店規則及び柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこ

れらの規則に規定する様式による書面とみなす。 



附 則（平成２０年規則第３０号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であっ

てこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にさ

れた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第２条の規定による改正前の柴田町情報公開条例施行規則、

第３条の規定による改正前の柴田町個人情報保護条例施行規則、第５条の規定によ

る改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、

第７条の規定による改正前の柴田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関す

る規則、第８条の規定による改正前の柴田町企業立地及び事業高度化を重点的に促

進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第９条の規定

による改正前の柴田町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条

例施行規則、第１０条の規定による改正前の柴田町母子・父子家庭医療費の助成に

関する条例施行規則、第１１条の規定による改正前の柴田町児童手当事務処理規則、

第１２条の規定による改正前の柴田町子ども手当事務処理規則、第１３条の規定に

よる改正前の柴田町児童福祉法施行細則、第１４条の規定による改正前の柴田町子

ども医療費の助成に関する規則、第１５条の規定による改正前の柴田町障害児通園

施設規則、第１６条の規定による改正前の柴田町障害児通所給付費等の支給に関す

る規則、第１７条の規定による改正前の柴田町心身障害者医療費の助成に関する規

則、第１８条の規定による改正前の柴田町老人福祉法施行細則、第１９条の規定に

よる改正前の柴田町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

施行細則、第２０条の規定による改正前の柴田町地域活動支援センター規則、第２

１条の規定による改正前の柴田町身体障害者福祉法施行細則、第２２条の規定によ

る改正前の柴田町知的障害者福祉法施行細則、第２３条の規定による改正前の柴田

町企業立地促進条例施行規則、第２４条の規定による改正前の柴田町道路占用規則



及び第２５条の規定による改正前の柴田町営住宅条例施行規則に規定する様式によ

る用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第７条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

様式第１０号（第１０条関係） 

（平２８規則１０・一部改正） 

様式第１１号（第１０条関係） 

（平２８規則１０・一部改正） 

 


